
経費負担区分 （別紙 ３）

委　託　者 受　託　者

・給食施設及び設備の設置、並びに設備費用 ・患者給食材料経費

・患者給食に係わる光熱水料（電気・ガス・水道・給湯・蒸気） ・受託者の責による給食施設及び物品の修理の費用

・電話料（Fax含む） ・保存食及び受託者の責に帰す事故食経費

・非常食・材料経費 ・従事者の被服費及び洗濯費代金

・検食経費 ・従事者の定期健康診断・検便等細菌検査経費

・新食器・哺乳瓶購入 ・従事者の手指の検査

・発注者の責に帰す事故食 ・厨房内細菌検査代

・食器洗浄用消耗品経費 ・代行保証に係る経費

・残飯及び塵芥処理費

・廃油処理費

・害虫駆除経費

・貸与施設・設備に係る衛生保持物品（殺虫機薬剤交換）

・入院時食事療養（１）に関する書類の印刷費

･茶葉経費

･ミルク経費

・とろみ剤・ソフト食用の増粘剤の経費

・基準献立の全サイクルで使用していない付加食の経費

・調理小道具の新調及び補充の経費

・洗剤・殺菌消毒等の業務運営消耗品

・厨房内清掃用品費

・事務用品費

・業務運営消耗品（洗剤・ラップ・ビニール）

・マスク・ディスポ手袋・ディスポエプロン・ディスポキャップ購入代金

＊上記以外の経費については、委託者・受託者で協議の上決めるものとする。


